
   

福島県立医科大学大学院医学研究科履修規程 

    平成１８年 ４月 １日規程第７０号 

一部改正 平成１９年 ４月 １日規程第 ９号 

一部改正 平成２２年 ３月１７日規程第４６号 

一部改正 平成２４年 ３月３０日規程第６０号 

一部改正 平成２５年 ４月１７日規程第 ４号 

一部改正 平成２７年 ３月 ４日規程第２６号 

一部改正 平成２８年 ６月３０日規程第２９号 

一部改正 平成２８年１１月２４日規程第５６号 

一部改正 平成２９年 ４月 １日規程第１５号 

一部改正 平成２９年１０月 １日規程第３０号 

一部改正 令和 ２年 ７月１５日規程第２６号 

一部改正 令和 ２年１０月２１日規程第３８号 

一部改正 令和 ３年 ３月１０日規程第４３号 

一部改正 令和 ４年１２月２１日規程第３６号 

一部改正 令和 ５年１２月２７日規程第５６号 

一部改正 令和 ７年 ４月 １日規程第２０号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、福島県立医科大学大学院学則（平成１８年４月１日基本規程第１８

号）（以下「学則」という。）第１４条の規定に基づき、医学研究科における授業科目の履

修方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（授業科目等） 

第２条 学則第１４条第１項に定める授業科目の配当年次、単位数及び必修・選択科目の区

別は、別表１から別表３のとおりとする。ただし、学則第１５条に基づき長期履修を許可

された学生は、別表の配当年次にかかわらず、予め許可された履修計画書に基づき履修す

ることができる。 

 

（単位計算の基準） 

第３条 授業科目の単位数は、１単位４５時間の学修を必要とする内容をもって構成する 

ことを標準とし、当該授業による方法に応じ、教育効果や授業時間外に必要な学修等を考

慮して、次の基準により計算するものとする。 

（１）講義及び演習は、１５時間から３０時間までの範囲で医学研究科委員会の議を経て

医学研究科長が定める時間の授業をもって１単位とする。 

（２）研究指導及び実習は、３０時間から４５時間までの範囲で医学研究科委員会の議を経



   

て医学研究科長が定める時間の授業をもって１単位とする。 

（３）大学院セミナーは、２０回の聴講及び１回のポスター発表をもって２単位とする。 

 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第４条 学則第２０条に規定する入学前の既修得単位の認定（以下「既修得単位の認定」 

という。）を受けようとする者は、既修得単位認定申請書（様式第１号）を別に定める期

日までに、教育研修支援課を経由して、医学研究科長に提出しなければならない。  

２ 医学研究科長は、前項に定める既修得単位認定申請書を受理したときは、既修得単位 

の認定の可否について医学研究科委員会に諮り、１５単位を限度としてこれを認定する。  

 

（科目担任教授等） 

第５条 科目担任教授又は准教授は、学生が専攻する科目の研究指導を行う。 

 

（履修の方法） 

第６条 博士課程の学生は、別表１に掲げる授業科目のうちから、合計３０単位以上を履修

しなければならない。 

 

２ 修士課程医科学専攻の学生は、別表２に掲げる授業科目のうちから、総合医科学プログ

ラムもしくは社会科学プログラムから１つを選択し、必修科目として必修教育科目１２単

位、特別研究科目１２単位の計２４単位、選択科目として４単位以上並びに共通必修科目

２単位の合計３０単位以上を履修しなければならない。 

 

３ 修士課程災害・被ばく医療科学共同専攻の学生は、別表３に掲げる授業科目のうちか

ら、医科学コース及び保健看護学コース共に、次に掲げる単位を履修しなければならない。 

（１）基礎科目として必修科目８単位及び選択必修科目６単位以上の計１４単位以上、専

門科目として必修科目２単位、選択必修科目４単位以上及び選択科目４単位以上の計

１０単位以上、専門実習の選択必修科目４単位、課題研究の必修科目から６単位の合

計３４単位以上、各構成大学で開講されている授業科目を１０単位以上履修しなけれ

ばならない。 

（２）医学系非履修者については、前号の規定に関わらず、自由科目として医学概論２単

位を履修しなければならない。 

 

（履修科目の登録） 

第７条 博士課程の学生は、履修しようとする授業科目を指定期日までに、履修届（様式第

２号及び様式第３号）もしくは医学研究科長が指定する方法により申請しなければなら

ない。 



   

２ 修士課程医科学専攻及び修士課程災害・被ばく医療科学共同専攻の学生は、履修しよう

とする選択科目を指定期日までに、医学研究科長が指定する方法により申請しなければ

ならない。 

３ 申請後は、授業科目を変更し、又は取り消すことはできない。ただし、医学研究科委員

会がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 

 

（既修得授業科目の再履修） 

第８条 既に単位を修得した授業科目は、履修することができない。 

 

 （大学院セミナー） 

第８条の２ 別表１及び別表２に掲げる授業科目のうち大学院セミナーについては、別表

５に定めるものとする。 

２ 博士課程及び修士課程医科学専攻の学生は、大学院セミナーとして規定されている講

演会やセミナー等を履修後、大学院共通必修科目履修票（様式第４号）もしくは医学研究

科長が指定する方法により、教育研修支援課を経由して医学研究科長に報告しなければ

ならない。 

 

（成績の評価） 

第９条 授業科目の成績は、筆記試験、レポート及びその他の方法（以下「試験」という。） 

により評価する。 

 

（成績評価の基準） 

第１０条 学則第１６条第２項に定める試験による成績の評価は、１００点を満点として

評価し、６０点以上を合格とする。 

２ 成績評価の区分は、９０点から１００点までをＳ、８０点から８９点までをＡ、７０点

から７９点までをＢ、６０点から６９点までをＣ、６０点未満をＤとする。 

３ 成績評価基準については、別表４に掲げるとおりとする。 

 

（単位修得の認定） 

第１１条 授業科目の担当教員は、試験その他の審査により授業科目の単位修得の認定を 

行う。 

 

 （成績評価に関する異議申し立て） 

第１２条 学生は、成績評価に関し疑義等がある場合には、医学研究科委員会に対し成績

評価に関する異議申し立てをすることができる。 

２ 成績評価に関する異議申し立ての必要な事項は、別に定める。 



   

（試験の欠席） 

第１３条 病気その他やむを得ない事由により試験を受けることができない者は、速やか 

に教育研修支援課に連絡し、試験欠席届を提出しなければならない。 

２ 前項の届には、病気の場合にあっては医師の診断書、その他の場合にあっては理由書 

を添付しなければならない。 

 

（試験の種類） 

第１４条 試験の種類は、次のとおりとする。 

（１）定期試験 

   原則として各学期末に行う。ただし、授業科目の担当教員が必要と認める場合にあっ

ては、適宜行うことができる。 

（２）追試験 

      前条第１項に定める事由により試験を欠席した者について、医学研究科委員会がそ  

の事由を正当と認めた場合は、追試験を行うことができる。 

（３）再試験 

   試験により不合格の評価を得た授業科目について、本人の願い出に基づき再試験を  

行うことができる。この場合、成績の評価は６０点を上限とする。 

 

（再履修） 

第１５条 試験に合格しなかった者は、翌年度においてその授業科目に係る単位を修得し 

ようとするときは、原則として、再度、履修届を提出し、履修しなければならない。 

 

（成績の通知） 

第１６条 授業科目の成績は、後日、学生に通知する。 

 

（雑則） 

第１７条 この規程に定めるもののほか、授業科目の履修等に関し必要な事項は、医学研 

究科委員会が定めるものとする。 

 

 

附 則 

１ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 平成１８年３月３１日において、現に福島県立医科大学大学院医学研究科の学生であ 

った者に係る授業科目の履修方法及び単位修得の認定等については、なお従前の例によ 

る。 

附 則 



   

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年３月３１日において、現に福島県立医科大学大学院医学研究科の学生であ

った者に係る授業科目の履修方法及び単位取得の認定については、なお従前の例によ

る。 

附 則 

１ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年３月３１日において、現に福島県立医科大学大学院医学研究科の学生であ

った者に係る授業科目の履修方法及び単位取得の認定については、なお従前の例によ

る。 

附 則 

この規程は、平成２２年３月１７日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年３月３１日において、現に福島県立医科大学大学院医学研究科の学生であ

った者に係る授業科目の履修方法及び単位取得の認定については、なお従前の例によ

る。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１７日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２７年３月４日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成２９年３月３１日において、現に福島県立医科大学大学院医学研究科の学生であ

った者に係る授業科目の履修方法及び単位取得の認定については、なお従前の例によ

る。 

附 則 

この規程は、平成２８年１１月２４日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２９年１０月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、令和２年７月１５日から施行し、令和２年６月３０日から適用する。 

附 則 



   

この規程は、令和２年１０月２１日から適用する。 

附 則 

１ この規程は、令和３年４月１日から適用する。 

２ 令和２年度までに入学した者に係る第１０条の成績評価の基準については、なお従前

の例による。 

附 則 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和４年度以前に医学研究科災害・被ばく医療科学共同専攻に入学した者について

は、改正後の別表３（第２条関係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 令和５年度以前に医学研究科災害・被ばく医療科学共同専攻に入学した者について

は、改正後の別表３（第２条関係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和５年度以前に医学研究科災害・被ばく医療科学共同専攻に入学した者について 

 は、改正後の別表３（第２条関係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 



別表１（第２条関係）

医学専攻

必修 選択必修 選択

医学研究概論 1 1

総合人間学特論 1 1

医科学研究入門 1 1

研究デザイン学 1 1

医学特論 １～４ 4

医学特別研究演習 １～４ 8

医学特論演習 １・２・３・４ 10
　共通基盤教育の４科目全て選択
する場合は、８単位以上とする。

大学院セミナー １～４ 2

特別研究 研究指導 １～４ 4

　コースによりいずれか１科目を必
修とし、残る科目から１科目以上選
択

備　考

（履修方法）
　共通基盤教育科目の中から、高度医学研究者コースにあっては医学研究概論を、専門医研究者コースにあっては総合
人間学特論を必修とし、それぞれ残る科目のうちから１科目以上選択し計２単位以上、並びに専門分野教育科目１２単
位及び発展分野教育科目の１２単位（共通基盤教育科目４単位の場合は１０単位）、さらに特別研究の４単位の合計３０
単位以上を履修すること。（※）

（※）　共通基盤教育の各授業科目については、原則として１年次に履修を終えること。

発展分野教育

専門分野教育

単位数
教育科目区分 授業科目 配当年次

共通基盤教育



必　修 選　択 必　修 選　択

1 1 1

国際コミュニケーション学 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 2

1 1

疫学・統計実習 1 2

医学研究デザイン論 1 1

医学研究デザイン論演習 1 2

1 3

計測・分析学 1 1

医学統計学 1 1 1

医療工学 1 1

放射線医学 1 1

1・2 2 2

1・2 2 2

1・2 2 2

1・2 2 2

1・2 2 2

1・2 2 2

1・2 2 2

1・2 2 2

1・2 2 2

1・2 2 2

1・2 2 2

1～2 8 8

2 4 4

1～2 2 2

別表２（第２条関係）

医科学専攻

授業科目 配当年次

総合医科学
プログラム

備考

社会科学
プログラム

単位数

共通必
修科目

大学院セミナー（１科目）

単位数

疫学・統計の方法論

行動科学

専
門
研
究
科
目

地域と環境

食物と栄養

血液と循環

免疫と生体防御

発生と再生

脳とこころ

ヘルス・サービスリサーチ

必
修
教
育
科
目

特別研
究科目

特別研究（研究指導）

特別研究演習（研究指導）

医科学概論

生体構造学

生体機能学

病態病理学

代謝栄養学

医学研究方法論

分子と情報

臨床研究デザイン学

臨床データ解析学特講

臨床データ解析学演習



経過措置

必　修 選　択

1 2

1 2

1 2

1 2

1 1

1 4

1 1

1 2

1・2 2

1・2 2

1・2 2

1・2 2

1・2 2

1・2 2

1・2 2

1～2 6

2 2

1～2 2

特別研
究科目

特別研究（研究指導）

特別研究演習（研究指導）

共通必
修科目 大学院セミナー（１科目）

健康医学概論

専
門
研
究
科
目

地域と環境

食物と栄養

血液と循環

免疫と生体防御

発生と再生

脳とこころ

分子と情報

別表２（第２条関係）

医科学専攻

医学医療情報学

授業科目 配当年次

単位数

備考

必
修
教
育
科
目

医科学概論

生体構造学

生体機能学

病態病理学

代謝栄養学

医学研究方法論



医科学コース 保健看護学コース

単位数 単位数

基礎放射線医科学 長崎 1 1 1

基礎放射線医科学 福島 1 1 1

救急医学概論 福島 1 1 1

リスクコミュニケーション学 長崎 1 1 1

研究方法特論 各大学 1 2 2

放射線防護学 長崎 1 1 1

放射線防護学 福島 1 1 1

疫学 福島 1 2 2

リスクアセスメント概論 長崎 1 2 2

メンタルヘルス概論 長崎 1 2 2

緊急被ばく医療概論 福島 1 2 2

被ばく影響学 長崎 1 2 2

災害医学概論 福島 1 1 1

災害看護学概論 福島 1 1 1

ＩＰＷ論 福島 1 2 2

リスク管理学特論 長崎 1 2 2

社会医学特論 長崎 1 2

放射線看護学 長崎 1 2

国際保健学特論 長崎 1 2

災害こころの医学 福島 1 2 2

災害医学特論 福島 1 2

国際被ばくヘルスプロモーション 長崎 1 2

被ばく医療保健看護学 福島 1 2

災害公衆衛生看護学 長崎 1 2

シミュレーション医療教育学 福島 1 2

災害地域ヘルスプロモーション学 福島 1 2 2

救急医学特論 福島 1 2

地域医療学 福島 1 2

コンサルテーション特論 長崎 1 2

看護教育論 福島 1 2

看護倫理 福島 1 2

国際保健学特論 長崎 1 2

看護情報学 福島 1 2

災害看護活動論Ⅰ 福島 1 1

災害看護活動論Ⅱ 福島 1 1

保健医療社会学特論 長崎 1 2 2

国際プロジェクト管理学 長崎 1 2 2

長崎大川内村実習 長崎 2 2 2

長崎大原爆被爆者医療実習 長崎 2 2 2

福島医大救急医学実習 福島 1・2 2 2

原子力災害医療実習 福島 1・2 2 2

課
題
研
究

必
修
科
目

課題研究 各大学 2 6 6

自
由
科
目

自
由
科
目

医学概論(※医学系非履修者のみ) 各大学 1 2 2

別表３（第２条関係）

災害・被ばく医療科学共同専攻

授業科目 配当年次 備考科目開設大学

基
礎
科
目

必
修
科
目

選
択
必
修
科
目

専
門
実
習

選
択
必
修
科
目

必
修
科
目

専
門
科
目

選
択
必
修
科
目

選
択
科
目



経過措置

医科学コース 保健看護学コース

単位数 単位数

基礎放射線医科学 長崎 1 1 1

基礎放射線医科学 福島 1 1 1

救急医学概論 福島 1 1 1

リスクコミュニケーション学 長崎 1 1 1

研究方法特論 各大学 1 2 2

放射線防護学 各大学 1 2 2

疫学 福島 1 2 2

リスクアセスメント概論 長崎 1 2 2

メンタルヘルス概論 長崎 1 2 2

緊急被ばく医療概論 福島 1 2 2

被ばく影響学 長崎 1 2 2

災害医学概論 福島 1 1 1

災害看護学概論 福島 1 1 1

ＩＰＷ論 福島 1 2 2

社会医学特論 長崎 1 2

放射線看護学 長崎 1 2

リスク管理学特論 長崎 1 2

国際保健学特論 長崎 1 2

災害こころの医学 福島 1 2 2

災害医学特論 福島 1 2

国際被ばくヘルスプロモーション 長崎 1 2

被ばく医療保健看護学 福島 1 2

災害公衆衛生看護学 長崎 1 2

シミュレーション医療教育学 福島 1 2

災害地域ヘルスプロモーション学 福島 1 2 2

救急医学特論 福島 1 2

地域医療学 福島 1 2

コンサルテーション特論 長崎 1 2

看護教育論 福島 1 2

看護倫理 福島 1 2

国際保健学特論 長崎 1 2

看護情報学 福島 1 2

災害看護活動論Ⅰ 福島 1 1

災害看護活動論Ⅱ 福島 1 1

保健医療社会学特論 長崎 1 2 2

国際プロジェクト管理学 長崎 1 2 2

長崎大川内村実習 長崎 2 2 2

長崎大原爆被爆者医療実習 長崎 2 2 2

福島医大救急医学実習 福島 1・2 2 2

原子力災害医療実習 福島 1・2 2 2

課
題
研
究

必
修
科
目

課題研究 各大学 2 6 6

自
由
科
目

自
由
科
目

医学概論(※医学系非履修者のみ) 各大学 1 2 2

別表３（第２条関係）

災害・被ばく医療科学共同専攻

授業科目 科目開設大学 配当年次 備考

基
礎
科
目

必
修
科
目

専
門
科
目

必
修
科
目

選
択
必
修
科
目

選
択
科
目

選
択
必
修
科
目

専
門
実
習

選
択
必
修
科
目



別表４（第１０条関係）

評価区分 評点 判定

Ｓ 100～90点 合格

A 89～80点 合格

B 79～70点 合格

C 69～60点 合格

D 59～0点 不合格

内　　　　容

学習目標を達成したと認められ、優れた成績であ
ることを示す。
学習目標の核心部分を達成したと認められ、妥当
な成績であることを示す。
学習目標の最低限度は達成できたと認められる成
績であることを示す。
学習目標の最低限度が達成できていないと認めら
れる成績であることを示す。

学習目標を達成したと認められ、とくに優れた成
績であることを示す。



別表４（第１０条関係）

評価区分 評点 判定

A 100～80点 合格

B 79～70点 合格

C 69～60点 合格

D 59～0点 不合格

内　　　　容

学習目標を達成したと認められ、とくに優れた成
績であることを示す。
学習目標の核心部分を達成したと認められ、妥当
な成績であることを示す。
学習目標の最低限度は達成できたと認められる成
績であることを示す。
学習目標の最低限度が達成できていないと認めら
れる成績であることを示す。



（様式第１号） 
既 修 得 単 位 認 定 申 請 書 

（経由） 
 専攻分野              
 
 指導教授（准教授）名         印 
                                                               令和  年  月  日 
 福島県立医科大学大学院 医学研究科長 様 
 
                           専攻分野           
                           申請者名            印 
 
 最終学歴：            大学大学院         （       専攻） 
                                                  年修了・年中退 
   
  既に修得した単位のうち、下記の科目について、福島県立医科大学大学院医学研究科において修

得したものとして認定されますよう申請いたします。 
記 

他大学院等で単位取得した科目名 単 位 数 本学の単位認定を希望する科目名 単 位 数 備 考 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                     合計単位数   

 
注：単位認定希望順に記入すること 
 
 （関係書類） 

１ 成績証明書 または 単位取得証明書 
２ 修了証明書 または 中途退学証明書 
 

 ◇上記認定に対する指導教授（准教授）の意見 
 
 
 
 
 
 
 
 



(様式第２号)  

大   学   院 

発展分野教育科目（選択科目）履修届 
 

専攻分野指導教授等 氏 名                             

 

学   生   氏   名                   （   年） 

 

 令和  年度（前期・後期）に履修を希望する科目数       科目 

  

１ 科目名については選択科目名（○○学特論演習Ⅰ～）を正確に記すこと。 

２ 担当専攻分野の欄には選択した科目を担当する専攻分野を記すこと。 

３ １年間に履修できる科目数は３科目までなので注意すること。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
要確認 ※必ず確認の上☑してください。 
☐ 主指導教員に相談し、確認済  
☐ 科目の担当教員に履修することについて、確認済  
 

１ ２ 

科目名 単位 科目名 単位 

   

 

 

 

 

 

 

（担当専攻分野名） 

（          ） 

 

 

 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当専攻分野名） 

（           ） 

 

 

 ２ 

 

 

 

 

３  

科目名 単位  

   

 

 

 

 

 

 

（担当専攻分野名） 

（          ） 

 

 

 ２ 

 

 

 

 

 



(様式第３号)  

 
                 
              大   学   院 

共通基盤教育科目履修届 
 

 

専攻分野指導教授等 氏 名                            

 

学   生   氏   名                   （   年） 

 

選択ｺｰｽ（該当コースに○を記入）高度医学研究者コース・専門医研究者コース 

 

 

共通基盤教育科目は、コース毎の必修科目以外に１科目選択し、合計２科目を履修する。 

 

（１）高度医学研究者コースの場合 

  必修科目（医学研究概論）以外の共通基盤教育科目（３科目）の中から１科目を選

択する。  

（２）専門医研究者コースの場合 

   必修科目（総合人間学特論）以外の共通基盤教育科目（３科目）の中から１科目を

選択する。 

 

 
 
 
 
 
要確認 ※必ず確認の上☑してください。 
☐ 主指導教員に相談し、確認済 

 

必  修 選  択 

科 目 名 単位 科 目 名 単位 

 

該当科目に○を記入 

 

・医学研究概論 

（高度医学研究者コース必修科目） 

 

・総合人間学特論 

（専門医研究者コース必修科目） 

 

 １ 

 

 

 

 

 

該当科目に○を記入 

 

・医学研究概論 

 

・総合人間学特論 

 

・医科学研究入門 

 

・研究デザイン学 

 

 

 

 １ 

 

 

 

 



(様式第４号)                  
大   学   院 
共通必修科目履修票 
（大学院セミナー） 

 
指導教授等氏名                   

 

学 生 氏 名 （博士・修士・MD-PhD   年）                
 

履修(出席)年月日及び時間：令和  年  月   日   ：  ～  ：   
 
共通必修科目として規定されて

いる講演会・セミナー等区分 
ﾁｪｯｸ 

欄 
今回出席した講演会・セミナー

等の正式名称 
開催者の出席確認

者氏名及び確認印 

(1) 福島医学会主催及び共同 

開催の学術研究集会 
   

（2）福島医学振興会主催及び 

共同開催の学術講演会 
   

（3）大学院非常勤講師による 

特別講義 
   

（4）医学部で開催される 

特別講義 
   

（5）研究連携セミナー    

（6）実験動物施設使用講習会    

（7）ＲＩ更新時講習会    

（8） 医学研究科長が指定した 

講習会・セミナー 
   

（9）ポスター発表 

  （発表者・参加者）○印 

   

（10）学位審査会発表会 

 

   

 

※今回出席した講演会・セミナー等が（1）から（10）のいずれかに該当するか、 

チェック欄に記入してください。 
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